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◎ 下茂春美さん、西三喜夫さん、前田稔さんの3人が、組合

の垣根を越え、全乗務員を代表して本人訴訟に決起！！

◎ 大谷川さん年休裁判と212裁判（年休権裁判）に続き、「空

白」勤務指定は、憲法・労基法・就業規則に抵触する、

不法行為だ！！

◎ 損害請求額は、合計150万円！！

・ 原告 下茂春美さん 45万円！！

・ 原告 西三喜夫さん 75万円！！

・ 原告 前田 稔さん 30万円！！

全乗務員のために闘います！


